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・この「伊方地域の緊急時対応」は、内閣府が設置した伊方地域原子力

防災協議会において、四国電力（株）伊方発電所を対象とした原子力

災害に関し、原子力災害対策重点区域を含む地方自治体や国等の緊

急時における対応をとりまとめたもの。なお、当該緊急時対応を構成す

る各地域防災計画・防災業務計画は、災害対策基本法等に基づき、各

主体が作成するものである。

1．はじめに
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伊方地域原子力防災協議会の構成員

 平成25年9月3日の原子力防災会議決定に基づき、内閣府政策統括官（原子力防災担当）は、道府県

や市町村が作成する地域防災計画・避難計画等の具体化・充実化を支援するため、平成27年3月20
日に、原子力発電所の所在する地域ごとに課題解決のためのﾜｰｷﾝｸﾞﾁｰﾑとして「地域原子力防災協

議会」を設置することとし、伊方地域においても「伊方地域原子力防災協議会」が設置された。

伊方地域原子力防災協議会の構成員･ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰは、以下のとおりである。

内閣府政策統括官（原子力防災担当）

原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官

内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付危機管理審議官

内閣府大臣官房審議官（防災担当）

警察庁長官官房審議官

総務省大臣官房総括審議官

消防庁国民保護・防災部長

文部科学省大臣官房審議官（研究開発局担当）

厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

農林水産省大臣官房危機管理・政策立案総括審議官

経済産業省資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁資源ｴﾈﾙｷﾞｰ政策統括調整官

国土交通省大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官

海上保安庁総務部参事官（警備救難部担当）

環境省大臣官房審議官

防衛省大臣官房審議官

愛媛県副知事

山口県副知事

大分県副知事

構 成 員

伊方町

宇和島市

八幡浜市

大洲市

伊予市

西予市

内子町

上関町

四国電力株式会社

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

※ 協議会の運営は、内閣府が行う。
※ 協議会に、構成員を補佐するため、作業部会を設置
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2．伊方地域の概要
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伊方町

八幡浜市

大洲市

西予市

宇和島市

伊予市

上関町

内子町

山口県

愛媛県

伊方発電所の概要
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（１）所在地 愛媛県西宇和郡伊方町

（２）概要

１号機：56.6万ｋＷ・ＰＷＲ
２号機：56.6万ｋＷ・ＰＷＲ
３号機：89万ｋＷ ・ＰＷＲ

 伊方発電所は、四国電力（株）が愛媛県西宇和郡伊方町に設置している原子力発電所である。

 伊方発電所は、昭和52年9月に1号機の営業運転を開始。昭和57年に2号機、平成6年に3号機の営

業運転を開始している。なお、1号機は平成28年5月、2号機は平成30年5月をもって廃止となった。

四国電力㈱伊方発電所について

にし う わ ぐん い かた ちょう

（３）着工／運転開始／経過年数（令和2年12月現在）

１号機：昭和48年 6月／昭和52年 9月／ 43年（平成28年5月をもって廃止）

２号機：昭和53年 2月／昭和57年 3月／ 38年（平成30年5月をもって廃止）

３号機：昭和61年11月／平成 6年12月／ 26年

伊方発電所

にし うわ ぐん い かた ちょう

い かた

い かた

いかた

いかた

※地理院タイル（白地図）をもとに内閣府（原子力防災）作成
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原子力災害対策重点区域の概要

 愛媛県地域防災計画及び山口県地域防災計画では、原子力災害対策指針に示されている「原子力災害対策重点区域」として、発電
所より概ね5kmを目安とするPAZ内、発電所より概ね5～30kmを目安とするUPZ内の対象地区名を明らかにしている。

 伊方地域における原子力災害対策重点区域は、PAZ内は伊方町、UPZ内は5市3町にまたがる。

 伊方町の予防避難ｴﾘｱ（PAZ以西の佐田岬半島地域）の住民4,137人については、避難経路が発電所の近傍を通ることから、PAZに
準じた避難等の防護措置を準備することとしている。

 冷却告示を受けた1号機に係る原子力災害対策重点区域については、P145参照。

7

い かた ちょう

PAZ

UPZ

予防避難ｴﾘｱ

30Km

5Km
伊方町

八幡浜市

大洲市

西予市

宇和島市

伊予市

上関町

内子町

※人口：令和2年4月1日現在

山口県

愛媛県

＜概ね5km圏内＞

（予防的防護措置を準備する区域）：

Precautionary Action Zone
⇒急速に進展する事故を想定し、放射性物質が放出さ
れる前の段階から予防的に避難等を実施する区域

1町（伊方町（愛媛県） ） 住民数：4,888人※

＜概ね5～30km圏内＞

（緊急防護措置を準備する区域）：

Urgent Protective Action Planning Zone
⇒事故が拡大する可能性を踏まえ、屋内退避や一時
移転等を準備する区域

5市3町（伊方町、八幡浜市、大洲市、西予市、

宇和島市、伊予市、内子町 （愛媛県）、

上関町（山口県）） 住民数：108,336人※

＜PAZ以西の佐田岬半島地域＞

（PAZに準じた避難等の防護
措置を準備する区域）：

1町（伊方町（愛媛県） ） 住民数：4,137人※
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原子力災害対策重点区域周辺の人口分布

 PAZ内人口は4,888人、UPZ内人口は108,336人、原子力災害対策重点区域内の人口は合計で
113,224人。

関係市町名

PAZ内 UPZ内

合 計
（概ね5km圏内）

（概ね5～30km圏内）

予防避難ｴﾘｱ

（PAZ以西の佐田岬半島地域）

愛媛県

伊方町 4,888人 2,336世帯 4,137人 2,349世帯 4,137人 2,349世帯 9,025人 4,685世帯

八幡浜市 32,905人 15,931世帯 32,905人 15,931世帯

大洲市 39,565人 18,444世帯 39,565人 18,444世帯

西予市 27,056人 12,990世帯 27,056人 12,990世帯

宇和島市 3,877人 1,533世帯 3,877人 1,533世帯

伊予市 646人 286世帯 646人 286世帯

内子町 129人 54世帯 129人 54世帯

小 計 4,888人 2,336世帯 108,315人 51,587世帯 4,137人 2,349世帯 113,203人 53,923世帯

山口県 上関町 21人 17世帯 21人 17世帯

小 計 21人 17世帯 21人 17世帯

合 計 4,888人 2,336世帯 108,336人 51,604世帯 4,137人 2,349世帯 113,224人 53,940世帯

8※人口：令和2年4月1日現在
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昼間流入人口（就労者等）の状況

 平成27年国勢調査によると、伊方町全体での他市町からの昼間流入人口は、約1,600人／日。
 また、平成28年経済ｾﾝｻｽによると､四国電力関連企業及び物流関連企業を中心に461事業所、

約3,700人がPAZ内及び予防避難ｴﾘｱにて就労。
 就労者の多くは､自家用車又は民間企業が所有するﾊﾞｽを通勤手段としている。

県内他市町からの
流入人口

県内他市町への
流出人口

差引増△減

伊方町 1,617人 876人 741人

PAZ内及び
予防避難ｴﾘｱ対象地域

事業所数 従業員数

伊方地域 246 2,650人

瀬戸地域 86 505人

三崎地域 129 525人

合 計 461 3,680人

9

※平成27年国勢調査従業地・通学地集計 従業地・通学地による人口・産業等集計（総務省統計局）

※総務省統計局『平成28年経済ｾﾝｻｽ－活動調査』を基に集計
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3．緊急事態における対応体制
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※4 事態の規模、時間的な推移や現地の状況に応じてUPZ内においても段階的に避難等の予防的防護措置を実施する場合あり。

なお、伊方町の予防避難ｴﾘｱについては、PAZに準じた避難等の防護措置を実施。

PAZ内
～概ね5km

UPZ内
概ね5km～

30km
※4

施設敷地緊急事態
EAL（SE）※2

例）全交流電源喪失が
30分以上継続

警戒事態

EAL（AL）※2

例）全交流電源喪失

全面緊急事態

EAL（GE）※2

例）炉心冷却機能喪失

施設敷地緊急事態要避難者※3

の避難・屋内退避の準備開始
施設敷地緊急事態要避難者※3の

避難開始・屋内退避

住民の避難準備開始

安定ﾖｳ素剤の服用準備

住民の避難開始

安定ﾖｳ素剤の服用

屋内退避の準備 屋内退避

原子力災害対策指針が定める緊急事態の防護措置（緊急時活動ﾚﾍﾞﾙ：EAL ※1）

 緊急事態の初期対応段階においては、放射性物質の放出前から、必要に応じた防護措置を講じる
こととしている。

 具体的には、原子力施設の状況に応じて、緊急事態を3つに区分。

11

い かた ちょう

UPZ外
概ね30km～

※5

※3 ○要配慮者（災害対策基本法第8条第2項第15号に規定する要配慮者すなわち高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する
者をいい、妊婦、授乳婦及び乳幼児の保護者等を含む。）のうち、避難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ、避難の実施によ
り健康ﾘｽｸが高まらないもの

○要配慮者以外の者のうち、次のいずれかに該当し、かつ、早期の避難等の防護措置の実施が必要なもの
(ｱ) 安定ﾖｳ素剤を服用できないと医師が判断したもの
(ｲ) (ｱ)のほか、安定ﾖｳ素剤を事前配布されていないもの

※1 EAL（Emergency Action Level)：緊急時活動ﾚﾍﾞﾙ
原子力施設の状況に応じて、避難や屋内退避等の防護措置を実施するための判断基準。

※2 （AL）＝Alert （SE）＝Site area Emergency （GE）＝General Emergency

※5 UPZ内と同様に、事態の進展等に応じて屋内退避を行う場合がある。このため、全面緊急事態に至った時点で、
必要に応じて住民等に対して屋内退避を実施する可能性がある旨の注意喚起を行わなければならない。



UPZ内
概ね5km～

30km

原子力災害対策指針が定める緊急事態の防護措置（運用上の介入ﾚﾍﾞﾙ：OIL （※））

数日内を目途に飲食物中の放射
性核種濃度を測定すべき区域を
特定

1日内を目途に区域を特定

対象地域の住民を、1週間程度内
に一時移転

数時間内を目途に区域を特定

1週間程度内を目途に飲食物中の
放射性核種濃度の測定と分析を
実施

対象地域の生産物の摂取を制限避難（移動が困難な者の一時屋内
退避を含む）の実施

基準を超えるものにつき摂取制限
を迅速に実施

避難等される住民等を対象に避難退域時検
査を実施して、基準を超える際は簡易除染
【OIL4】

UPZ外
概ね30km～

 放射性物質の放出後、高い空間放射線量率が計測された地域においては、被ばくの影響をできる
限り低減する観点から、数時間から1日内に住民等について避難等の緊急防護措置を講じる。

 また、それと比較して低い空間放射線量率が計測された地域においても、無用な被ばくを回避する
観点から、1週間程度内に一時移転等の早期防護措置を講じる。

UPZ内と同じ

（※）OIL( Operational Intervention Level)：運用上の介入ﾚﾍﾞﾙ

放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞなどの計測された値により、避難や一時移転等の防護措置を実施するための判断基準 12

緊急防護措置
500μ㏜/h超過

早期防護措置
20μ㏜/h超過

飲食物摂取制限
［飲食物に係るｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ基準］

0.5μ㏜/h超過

【OIL6】【OIL2】【OIL1】



愛媛県、山口県及び関係市町の対応体制

 警戒事態で、愛媛県及び愛媛県内の全ての関係市町は、災害警戒本部（伊方町、八幡浜市：災害対策本部）を設置

し、山口県及び上関町は警戒態勢をとる。

 施設敷地緊急事態で愛媛県及び愛媛県内の全ての関係市町は、災害対策本部を設置。

 全面緊急事態で、山口県及び上関町は、災害対策本部を設置。

 関係市町の災害警戒本部（伊方町、八幡浜市：災害対策本部）等では、要員参集、情報収集・連絡体制の構築、住
民等に対する情報提供をはじめ、PAZ内及び予防避難ｴﾘｱにおける施設敷地緊急事態要避難者の避難準備を開始。
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PAZ

UPZ

愛媛県災害対策本部

山口県災害対策本部

上関町災害対策本部
かみのせきちょう

伊方町災害対策本部
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内子町災害対策本部
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大洲市災害対策本部

せい よ し

西予市災害対策本部
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八幡浜市災害対策本部

宇和島市災害対策本部
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国の対応体制

 伊方町において震度５弱以上の地震の発生を認知した場合（警戒事態の前段階から）、原子力規制庁及び内閣府(原子力防災担当)の職員が参
集し、愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（OFC）及び原子力規制庁緊急時対応ｾﾝﾀｰ（ERC）に原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室を立ち上げ、情報収集
活動を開始。

 警戒事態となった場合、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部を設置し、現地への要員搬送や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの準備を開始。
 施設敷地緊急事態となった場合、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部の設置及び関係省庁事故対策連絡会議を開催し対応。ま

た、内閣府副大臣及び国の職員を現地ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ等へ派遣。
 全面緊急事態となった場合、原子力災害対策本部及び原子力災害現地対策本部を設置するとともに、国・県・市町等のﾒﾝﾊﾞｰからなる合同対策

協議会を開催し、相互協力のための調整を行いつつ対応。

14

原子力事業者 愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（西予市）

住民

関係市町

防護措置の指示
住民広報
避難誘導 等

関係県
現地本部

緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

関係市町
連絡員

・異常事態の通報義務
・要員派遣 緊急事態応急対策活動原子力災害現地対策本部

本部長：内閣府副大臣
関係省庁要員が緊急時に参集

原子力災害対策本部
本部長：内閣総理大臣

副本部長：内閣官房長官、原子力防災担当大臣、
原子力規制委員会委員長 他

合同対策協議会により、必要な情報共有と応急対策を実施

関係県
災害対策本部

被災者の
救援等の支援

要請

・住民広報や避難計画に基づ
き避難・屋内退避等を実施

○実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）
○指定公共機関（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 等）

せい よ し

い かた ちょう

合同対策協議会
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 施設敷地緊急事態発生の通報後、あらかじめ定められた100人程度の国の職員等を愛媛県ｵﾌｻｲﾄ
ｾﾝﾀｰ及び各県に派遣。併せて必要な資機材の緊急搬送を実施。

 その後、状況に応じて追加要員及び資機材の緊急搬送を実施。

国の職員・資機材等の緊急搬送

緊急輸送関係省庁
（警察庁、消防庁、国土交通省、

海上保安庁、防衛省）

必要に応じ輸送支援を依頼

輸送支援

事故対策本部 国の職員
必要な資機材 等

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ等

①環境省・内閣府～入間基地
輸送車両の先導
（警察）約1時間

いるま

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰへの派遣（自衛隊、警察による輸送支援の一例）

環境省・内閣府～入間基地～松山空港～愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
※平成27年度原子力総合防災訓練の想定を参考

愛媛県庁
山口県庁

③松山空港～愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
ﾍﾘ（自衛隊）約20分

②入間基地～松山空港
輸送機（自衛隊）約1.5時間

いるま

愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

＜具体的な移動及び輸送支援のｽｷｰﾑ＞

まつやま

まつやま

まつやまいるま



PAZ

UPZ

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰの放射線防護対策・電源対策

 愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰは、免震構造、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階建ての構造になっている。
 放射線防護対策

・放射線防護対策（換気設備・ﾌｨﾙﾀ設置、窓枠の二重化等の気密性向上等）を実施済み。
 電源対策

・無停電電源装置、自家用発電機を設置（7日間分の電源を確保）。自家用発電機の燃料不足時に
は、電源車用電源受け口より、四国電力が用意する電源車で継続して電源を供給。

16

伊方発電所の代替ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

○愛媛県庁（松山市）：約57㎞

（自家用発電機により、3日間稼働）

○砥部町文化会館（砥部町）：約53㎞
（自家用発電機により、3日間稼働）

※距離はいずれも発電所からの直線距離

仮にｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰが機能不全に陥った場合でも、
代替ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに移動し、対応可能。

愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（西予市）
（発電所からの距離約24km）

い かた

まつ やま し

せい よ し

と べ ちょうと べ ちょう



愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ 原子力災害対策本部等の

国の機関

愛媛県庁

県防災通信ｼｽﾃﾑ（地上系・衛星系）防災行政無線

統合原子力防災ﾈｯﾄﾜｰｸ 衛星回線

中央防災無線

移動局

（公用車等）
関係市町 消防機関 自衛隊部隊

山口県庁

防災ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ

大分県庁

衛星携帯電話

地域衛星通信ﾈｯﾄﾜｰｸ

17

 一般回線が通信不全の時には、原子力災害対策用に整備されているTV会議回線を含む専用通信
回線を使用し、更に専用通信回線が不全の場合は、衛星回線を使って、連絡体制を確保。

 その他、中央防災無線、衛星携帯電話等を使用し、連絡体制を確保。

連絡体制の確保

＜一般回線及び専用通信回線が使用不能の場合＞



住民への情報伝達体制①

 防護措置（避難、屋内退避、一時移転、安定ﾖｳ素剤の服用指示等）が必要になった場合は、原子力
災害対策本部等から、関係県及び関係市町に、その内容をTV会議等を活用し迅速に情報提供。

 関係市町は、防災行政無線、広報車、CATV、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ等を活用し、住民へ情報を伝達。

原子力災害対策本部
（首相官邸） 18

＜関係市町が整備する住民への主な情報伝達手段の例＞

TV会議等を活用し迅速に
情報伝達

情報伝達

住 民

関係府県、関係市町

防災行政無線
（戸別受信機） CATV

防災行政無線
（屋外拡声子局）

広報車

防災行政無線
（市町からの発信）



19

 伊方町は、避難行動中の住民などがﾘｱﾙﾀｲﾑで原子力災害に係る情報等（事象の進展状況、避難
経路の指示、渋滞情報等）を得られるよう、臨時災害放送局（FM放送）を開設し、同町内全域に情報
を発信。

 万が一、固定型ｱﾝﾃﾅが使用できない場合に備えて、可搬型のｱﾝﾃﾅを伊方町役場に1台配備。

住民への情報伝達体制②

＜臨時災害放送局運用のイメージ＞

発災直後や避難行動中の情報発信

放送時の様子

放送用資機材

固定ｱﾝﾃﾅ

固定ｱﾝﾃﾅ

伊方町役場

三崎地域

瀬戸地域

伊方地域

い かた ちょう

みさき

せと

い かた

いかたちょう

いかたちょう
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 愛媛県災害対策本部では、防護措置（避難、屋内退避、一時移転、安定ﾖｳ素剤の服用指示等）や被
害情報（道路、建物等）に関する情報を、愛媛県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや、ﾂｨｯﾀｰ、ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ｱﾌﾟﾘ
を活用して住民へ伝達。

住民

愛媛県による住民への情報伝達体制

情報集約・発信

・被害情報

（道路、建物等）

・避難情報等

（避難所等） 等

愛媛県災害対策本部

国による道路被害情報等

情報
発信・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

・ﾂｨｯﾀｰ
・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｱﾌﾟﾘ 等

HP
ﾘﾝｸ

愛媛県避難支援ｱﾌﾟﾘ
ひめｼｪﾙﾀｰ

愛媛県原子力情報ｱﾌﾟﾘ

愛媛県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
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愛媛県によるｽﾏｰﾄﾌｫﾝを用いた住民への情報伝達

 愛媛県災害対策本部では、愛媛県原子力情報ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等に掲載した防護措置（避難、屋内退避、
一時移転、安定ﾖｳ素剤の服用指示等）に関する情報を、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ｱﾌﾟﾘを活用して住民へ伝達。

愛媛県災害対策本部

お知らせ
（報道発表等）

愛媛県から住民に対して情報を伝達（ｲﾒｰｼﾞ図）

ﾌﾟｯｼｭ通知による
受取が可能

愛媛県避難支援ｱﾌﾟﾘ
ひめｼｪﾙﾀｰ

愛媛県原子力情報ｱﾌﾟﾘ
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 愛媛県は、住民避難に必要な避難道路の被災状況等を迅速かつ効率的に把握できるよう、ﾄﾞﾛｰﾝを活用した情報
収集体制を構築。

 複合災害時には、愛媛県災害対策本部からの遠隔操作による飛行開始指示により、伊方町内の各配備拠点に設

置されたﾄﾞﾛｰﾝが自律飛行し、愛媛県や伊方町等の各防災拠点に避難道路の映像をﾘｱﾙﾀｲﾑに伝送。

 国、愛媛県及び伊方町は、映像を解析し、住民が円滑な避難を実施できるよう、避難ﾙｰﾄの選定に活用。

ﾄﾞﾛｰﾝを活用した被災状況の把握①

災害対策本部（愛媛県庁）

映像確認、解析、避難実施方針の作成

災害対策本部（伊方町役場）

住民（伊方町全域）

町からの情報を踏まえ円滑に避難

現地災害対策本部（愛媛県ＯＦＣ）

各拠点映像伝送

・映像確認、解析
・避難ﾙｰﾄ選定
・避難指示

各ﾄﾞﾛｰﾝ配備場所（伊方町役場、各支所等）から離発着

197

遠隔操作による

ﾄﾞﾛｰﾝ飛行開始
指示

住民への情報伝達手段
・臨時災害FM
・防災行政無線、緊急速報
ﾒｰﾙ、CATV、広報車等

・情報連絡体制の確立
・ﾄﾞﾛｰﾝ飛行の調整
・避難実施方針の調整

ﾄﾞﾛｰﾝからの
映像伝送

各集落から一時集結所に避難

広域避難先
広域避難先に避難

ﾄﾞﾛｰﾝの自律飛
行による被災状
況調査

災害対策本部（国：東京）

い かた ちょう

い かた ちょう

い かた ちょう

い かた ちょう

い かた ちょう

いかたちょう



凡例：
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配備拠点 撮影機 中継機

伊方町役場 2機 2機

瀬戸支所 4機 4機

三崎支所 3機 2機

八幡浜消防署第一分署 3機 2機

町見出張所 1機 0機

合計 13機 10機

三崎支所

飛行ﾙｰﾄ：
三崎②、三崎③、三崎④

瀬戸支所

飛行ﾙｰﾄ：
伊方⑤、瀬戸①、瀬戸②、瀬戸③、
瀬戸④

伊方町役場

飛行ﾙｰﾄ：
伊方①、伊方②、伊方③

町見出張所

飛行ﾙｰﾄ：伊方④

八幡浜消防署第一分署

飛行ﾙｰﾄ：
瀬戸④、瀬戸⑤、三崎①撮影機 中継機

 ﾄﾞﾛｰﾝは、伊方町の避難経路14ﾙｰﾄの被災状況を把握できるように飛行。
 機体については、撮影機、中継機を含め全23機を5つの配備拠点に配置。

ﾄﾞﾛｰﾝを活用した被災状況の把握②

※1 避難経路はP44、Ｐ63、P64、Ｐ65を参照
※2 瀬戸④については、瀬戸支所及び八幡浜消防署第一分署の2拠点から撮影

い かた ちょう

い かたちょう

せ と

みさき

やわたはま

まちみ

い かたちょう

せ と

みさき

やわたはま

まちみ



国の広報体制

 迅速かつ適切な広報活動を行うため、事故情報等に関する中央での記者会見は官邸（内閣官房長
官が会見を行い、原子力規制委員会委員等が技術的な内容等を補足説明）において実施。

 現地での記者会見については、愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰにおいて実施。
 必要に応じ、在京外交団等に情報提供を行うとともに、在外公館を通じて各国政府等にも情報提供。

【主な広報事項】

①事故の発生日時及び概要

②事故の状況と今後の予測

③発電所における対応状況

④行政機関の対応状況

⑤住民等がとるべき行動

⑥避難対象区域及び屋内退避区域

一元的に情報発信を行うことができる体制
を構築するとともに、発信した情報を共有
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【情報発信のｲﾒｰｼﾞ】

原
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部
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）
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国、愛媛県、山口県、関係市町による住民相談窓口の設置

 原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部、指定公共機関〔国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研究開
発法人日本原子力研究開発機構〕等は、住民等からの問い合わせに対応する専用電話を備えた窓口の設置、人員の配置等を行うた
めの体制を速やかに構築。また、住民等のﾆｰｽﾞを見極めた上で、情報の収集・整理・発信を実施。

 愛媛県、山口県及び関係市町は、住民からの問合せに対応する相談窓口を設置するとともに、被災者に対する相談窓口を設置。
 愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰでは、愛媛県、山口県及び関係市町の問合せ対応を支援。

住民等のﾆｰｽﾞを見極め、柔軟に対応

①事故の発生日時及び概要
②事故の状況と今後の予測
③発電所における対応状況
④行政機関の対応状況
⑤住民等がとるべき行動
⑥避難対象区域及び屋内退避区域
⑦被災企業等への援助・助成措置
⑧被災者からの損害賠償請求（四国電力）

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ
（原子力規制庁）

相談窓口
（四国電力）問合せ対応支援

（愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ）

住民相談窓口
（各市町）

相談窓口
（愛媛県庁）

相談窓口
（国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構）

健康・心の相談窓口
（市町保健ｾﾝﾀｰ）
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心と体の健康ｾﾝﾀｰ
（愛媛県）

精神保健福祉ｾﾝﾀｰ
（山口県）

健康相談窓口
（保健所）

技術援助、指導を実施

技術援助、
指導を実施

相談窓口
（山口県庁）

健康・心の相談窓口
（保健所）



4．PAZ内の施設敷地緊急事態
における対応

＜対応のﾎﾟｲﾝﾄ＞
1. PAZ内小・中学校、保育所の児童等について、移動手段を確保し、避難を開始すること。
2. PAZ内の社会福祉施設の入所者を、あらかじめ定められた避難先施設へ移送又は自施設（放射線

防護対策施設）内で屋内退避すること。
3. 在宅の避難行動要支援者を、あらかじめ定められた避難先又は近傍の放射線防護対策施設へ移

送すること。
4. 全面緊急事態に備えて、PAZ内の住民に避難準備を呼びかけるとともに、一時集結所・避難先の開

設、移動手段の確保等の準備を開始すること。
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 愛媛県は、警戒事態が発生した段階で、愛媛県庁に警戒本部を設置し、警戒本部参集要員約100人が参集。事態
の進展に応じ、応急対応に必要な人数を増員し、施設敷地緊急事態で、災害対策本部及び地方本部・支部を設置。

 伊方町は、警戒事態が発生した段階で、伊方町役場に災害対策本部を設置し、参集委員15人が参集。事態の進展
に応じ、応急対応に必要な人数を増員。施設敷地緊急事態で、災害対策本部及び現地災害対策本部を設置し、全
職員が参集。

 警戒事態が発生した段階で、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備のため、愛媛県及び伊方町は、町内移動用

車両及び一時集結所、学校、福祉施設に避難用車両の手配を開始するとともに、伊方町は、伊方中学校に14人、

瀬戸総合体育館に7人の職員を配置し、一時集結所の設営準備を開始。

 伊方町は、各集落の自主防災組織や消防団と情報共有を図り、地域ｺﾐｭﾆﾃｨと一体となった避難誘導体制を構築。

愛媛県及び伊方町における初動対応
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愛媛県庁

災害対策本部

い かた ちょう

い かた ちょう い かた ちょう

い かた ちょう

い かた

せ と

松前公園

避難経由所
ま さき

い かた ちょう

い かた ちょう

PAZ

伊方中学校に14人、瀬戸総合体育館
に7人の職員を配置するとともに、自主
防災組織や消防団等による地域ｺﾐｭﾆ
ﾃｨと一体となった避難誘導体制を構築

瀬戸支所
せ と

瀬戸総合体育館

一時集結所
せ と

町内移動用車両及び一時集結所、学校、
福祉施設に避難用車両の手配を開始

伊方町役場

災害対策本部
い かた ちょう

：各集落ごとの集会所（町内移動用車両経由所）22箇所

伊方中学校

一時集結所
い かた

せ とい かた



住民への情報伝達
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 伊方町は、防災行政無線、広報車、CATV、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、臨時災害放送局（FM放送）等を活用し、住民へ情

報を伝達。また、一時集結所である伊方中学校及び瀬戸総合体育館に派遣された職員は、移動系防災行政無線や

衛星携帯電話等により、伊方町と情報を共有。

 消防団や自主防災組織は、住民に情報伝達を行うため、各消防団に配備している携帯端末、車載端末のﾃﾞｼﾞﾀﾙ

防災行政無線や、各地区の防災行政無線屋外拡声子局に設置された双方向通信機により、伊方町と避難者の状
況や避難誘導体制等、地域ｺﾐｭﾆﾃｨを活用した情報共有を実施。

 社会福祉施設、保育所、小中学校への情報伝達は、伊方町から実施。

：防災行政無線屋外拡声子局配置箇所（30箇所）

い かた ちょう

い かた ちょう

い かた せ と

い かた ちょう

伊方町役場

災害対策本部
い かた ちょう

い かた ちょう

PAZ

瀬戸総合体育館

一時集結所
せ と

瀬戸支所
せ と

消防団は移動系ﾃﾞｼﾞﾀﾙ防災
行政無線等により情報共有

●伊方町は、防災行政無線、

広報車、CATV等を活用し、

住民へ情報を伝達。

●一時集結所である伊方中学

校及び瀬戸総合体育館に派

遣された職員は、移動系防

災行政無線や衛星携帯電

話等により伊方町と情報を

共有。

い かた ちょう

い かた ちょう

い かた

せ と

伊方中学校

一時集結所

い かた

自主防災組織は各地区の
防災行政無線屋外拡声子
局に設置された双方向通
信機により情報共有



PAZ内における避難体制

 警戒事態が発生した場合、伊方町は、住民広報、愛媛県に対して避難用車両等の手配依頼、一時集結所及び避
難経由所の開設準備を行う。一方、施設敷地緊急事態要避難者等は、避難準備等を行う。

 施設敷地緊急事態になった場合、伊方町は、住民へ避難準備の周知を行う。一方、施設敷地緊急事態要避難者
等は、支援者が同行することで避難可能な者等はあらかじめ定められた避難先施設、避難経由所等へ避難を開始
する。なお、避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は輸送等の避難準備が整うまで屋内退避を実施する。避難経
由所へ避難の後は、広域避難所又は福祉避難所に移動する。

 全面緊急事態になった場合、伊方町は住民に避難を指示。自家用車で避難が可能な住民は避難経由所へ避難し、
自家用車による避難が困難な住民は、一時集結所に集合の上、避難経由所へ避難。その後、広域避難所へ移動
する。

避難元

（伊方地域、

瀬戸地域）

福祉
避難所
（9施設）
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広域
避難所
（13施設） 各広域避難所に移動す

るための受付等を実施

 児童等の保護者への引
渡しを実施

避難経由所

（松前公園）

主に県が手配した車両（ﾊﾞｽ等）で避難
経由所まで移動するために、一時的な
集合場所として活用

＜利用対象者＞
 自家用車避難が困難な住民

 避難可能な在宅の避難行動要支援
者のうちﾊﾞｽ・福祉車両で避難する者

 安定ﾖｳ素剤未配布の者

一時集結所

（伊方中学校、瀬戸総合体育館）

 自家用車避難ができる者
 小中学校等の児童等

い かた ちょう

い かた ちょう

い かた ちょう

い かた

い かた

せ と

せ と ま さき



避難準備警戒事態

施設敷地緊急事態

全面緊急事態

PAZ内の学校・保育所の避難

 PAZ内の3つの小中学校の児童等（約290人）は、警戒事態になった場合、避難準備を開始し、施設敷地緊急事態

になった場合、職員とともに避難経由所（松前公園）に移動後、保護者に引き渡す。

 PAZ内の3つの保育所の児童（約110人）は、警戒事態になった時点で保育を中止し、保護者へ引き渡す。保護者
への引渡しができなかった児童は、施設敷地緊急事態になった場合、職員とともに最寄りの学校に移動の上、

学校の児童等と一緒に避難経由所（松前公園）に避難し、保護者に引き渡す。
 全ての学校・保育所において個別避難計画を策定済。

保護者が児童を引
取り・避難準備

児童の
引渡し

避難の開始児童等と職員がともに避難経由所（松前公園）
に避難を開始

保育所

保育所名
人数

児童 職員 合計

大浜（おお はま）保育所 9人 6人 15人

伊方（いかた）保育所 82人 21人 103人

九町（くちょう）保育所 16人 7人 23人

合 計（3施設） 107人 34人 141人

学校

学校名
人数

児童等 職員 合計

伊方（い かた）小学校 149人 17人 166人

九町（く ちょう）小学校 50人 10人 60人

伊方（い かた）中学校 94人 17人 111人

合 計（3施設） 293人 44人 337人

避難経由所（松前公園）
保護者への引渡しができなかった児童は、避難経由所で保護者に
引渡し

※1 学校に保護者が児童等の迎えに来た場合は、引渡しを実施
※2 児童等の人数については、令和2年4月1日現在

避難準備※1

避難経由所（松前公園）
児童等は、避難経由所で保護者に引渡し

引渡しができなかった児童と職
員は、最寄りの学校に移動し、
学校の児童等と一緒に避難経

由所（松前公園）に避難を開始
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ま さき

ま さき

ま さき

ま さき

ま さき

ま さき



 PAZ内の社会福祉施設（1施設約100人）について、個別避難計画を策定済であり、 UPZ外の松前町にある施設に

おいて、避難先を確保。

 避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、放射線防護対策が講じられたつわぶき荘（自施設内）において、輸送等

の避難準備が整うまで屋内退避を実施。その他の入所者等は、あらかじめ定められた避難先施設へ避難を実施。

 何らかの事情で、あらかじめ選定しておいた避難先施設が活用できない場合には、愛媛県が受入先を調整。

PAZ内の社会福祉施設の避難

＜PAZ内１施設の入所者等の避難の考え方＞
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※1 避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は自施設内で屋内退避
※2 輸送等の避難準備完了後、あらかじめ定められた避難先施設へ避難
※3 その他の入所者等は、あらかじめ定められた避難先施設へ避難
※4 短期入所生活介護については、入所定員数ではなく、平均的な入所者数で算定

避難元施設

＜放射線防護対策施設＞

計100人

施設名 施設種別
入所

定員数

つわぶき荘

介護老人福祉施設 55人

軽費老人ﾎｰﾑ 30人

短期入所生活介護 15※4人

※1

※3

自施設内
屋内退避

※2

避難先施設

施設種別 市町名
受入見込

人数

介護老人福祉施設

松前町
（2施設）

35人

軽費老人ﾎｰﾑ 35人

軽費老人ﾎｰﾑ 30人

計100人

※3

ま さき ちょう

ま さき ちょう



 在宅の避難行動要支援者171人のうち、109人は支援者がいることを確認。残る避難行動要支援者

については、伊方町、自主防災会、民生委員、消防団等によるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを通じて支援者を確保。
 支援者の同行により避難可能な者は、支援者の車両、ﾊﾞｽ、福祉車両等で避難先へ移動。

 避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、支援者の車両又は福祉車両等で、近傍の放射線防護対
策施設へ移動。輸送等の避難準備完了後、避難を実施。

PAZ内の在宅の避難行動要支援者の避難

広
域
避
難
所
（
13
施
設
）
又
は
福
祉
避
難
所
（
9
施
設
）

支援者が同行等をすることで避難可能な者

支援者の自家用車等で移動

支援者とともに徒歩、
ﾊﾞｽ等で移動

ﾊﾞｽ、福祉車両等で移動

避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者

支援者の車両又は福祉車両等で移動
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支援者

在宅避難行動

要支援者
（171人）

つわぶき荘、伊方中央公民館、九町診療所

放射線防護対策施設

伊方中学校

瀬戸総合体育館

一時集結所 避
難
経
由
所
（
松
前
公
園
）

ﾊﾞｽ、

福祉車両
等で移動

91人（支援者57人）

2人（支援者4人）

78人（支援者79人）

い かた ちょう

い かた

せ と

い かた く ちょう

ま
さ
き

輸送等の避難準備完了後、
避難を実施※避難行動要支援者の数は令和2年4月1日現在

避難に必要な準備が整うまで屋内退避を実施



PAZ内において施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力

 施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力は、想定対象人数約710人について、ﾊﾞｽ25台、福祉車両
17台（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様5台、車椅子仕様12台）。

想定対象
人数

想定必要車両台数※1,2

備 考
ﾊﾞｽ※3

福祉車両※4,5

（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様）
福祉車両※4,5

（車椅子仕様）

学校・保育所の児童等の避
難

478人
（児童等400人+

職員78人）

（6箇所）

19台 0台 0台 保護者への引渡しによりその分必要車両台数は
減少【資料P30】

社会福祉施設の入所者等
の避難※6

81人※7

（入所者62人+
職員19人）

（1箇所）

2台
（入所者32人+

職員8人）

1台
（入所者1人+

職員2人）

6台
（入所者29人+

職員9人）

【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様）】※5

○施設車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1人、車椅子2人乗り：1台）
【車椅子仕様】
○施設車両（車椅子1人乗り：1台）
○伊方町（いかたちょう）車両（8人乗り：2台）
○四電車両（6人乗り：2台）

在宅の避難行動要支援者
等の避難

148人
（要支援者91人+

支援者57人

4台
(要支援者67人+

支援者28人)

3台
（要支援者5人+

支援者6人）

6台
（要支援者19人+

支援者23人）

【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様）】※5

○四電車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2人、車椅子1人乗り：3台）
【車椅子仕様】
○四電車両（6人乗り：3台）

在宅の避難行動要支援者の
うち、避難の実施により健康
ﾘｽｸが高まる者等を放射線
防護対策施設に輸送※6

6人
（要支援者2人+

支援者4人）

0台 1台
(要支援者2人+

支援者4人)

0台 放射線防護対策施設に輸送【資料P32】
○四電車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2人乗り：1台）

合 計 713人 25台 5台 12台

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値

※2 想定必要車両台数（ﾊﾞｽ、福祉車両）は、各施設又は伊方地域・瀬戸地域で必要となる車両台数を合算

※3 ﾊﾞｽは、佐田岬半島の地域特性を踏まえ、26人乗りにより想定

※4 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子どちらも乗車でき、配置により乗車台数を自由に変えられる車両を多く配備しているため、実際配備している車両の仕様を基に必要台数を積算

※5 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様の車両で想定した場合は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様と車椅子仕様にそれぞれ1台ずつ積算

※6 「避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者」は、輸送等の避難準備が整うまで放射線防護対策施設内に屋内退避

※7 なお、この他、自施設内で屋内退避を実施する社会福祉施設の入所者（避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者）が34人、職員17人が存在
33

い かた せと

さだみさき



PAZ内における施設敷地緊急事態での輸送能力の確保

 施設敷地緊急事態発生時には、社会福祉施設、在宅の避難行動要支援者、教育機関の避難のため
に、伊方町、学校、社会福祉施設及び四国電力が保有する車両のほか、愛媛県と愛媛県ﾊﾞｽ協会の
協定及び覚書に基づき、ﾊﾞｽ協会が保有する車両により、必要車両台数を確保。

確保車両台数
備 考ﾊﾞｽ等

（ﾊﾞｽ、乗用車）
福祉車両※1

（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様）
福祉車両※1

（車椅子仕様）

（A）必要車両台数 25台 5台 12台

（B）確保車両台数 計25台以上 計9台 計12台

確
保
先

伊方町 ― ― 2台
【車椅子仕様】
○2台（1台当たり：車椅子8人）

学校、社会福祉
施設

7台 1台 2台

【ﾊﾞｽ等】
○各2台（29人、26人乗り) ○各1台（25人、15人、10人乗り）
【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様】※1

○1台（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1人、車椅子2人）
【車椅子仕様】
○1台（1人乗り）

愛媛県のPAZ・
UPZ内市町のﾊﾞｽ
会社

18台以上 － －

ﾊﾞｽ台数の内訳
【ﾊﾞｽ】
18台（26人乗り）
愛媛県のPAZ・UPZ内市町のﾊﾞｽ会社が保有する車両総数
273台

四国電力 － 8台※2 8台※2

【仕様】
四電福祉車両は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子の配置を自由に変えら
れる仕様であり、下記2ﾊﾟﾀｰﾝの配置を想定
ﾊﾟﾀｰﾝ①：＜ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2人、車椅子1人＞
ﾊﾟﾀｰﾝ②：＜車椅子6人＞
【配備台数】

8台（伊方地域）※1

※1 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様の車両を保有している場合は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様と車椅子仕様にそれぞれ1台ずつ積算
※2 「避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者」を放射線防護対策施設に輸送した車両は、その後避難に使用
※3 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）が必要に応じて支援を実施 34

い かた ちょう

い かた ちょう



避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる在宅の避難行動要支援者に係る対応
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 避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者等については、輸送等の避難準備が整うまで放射線防護機能を付加した近
傍の放射線防護対策施設で屋内退避を実施。

 PAZ内の放射線防護対策施設は、3施設884人を収容可能。
 放射線防護対策施設においては、884人がおよそ7日間を目安に生活できる食料及び生活物資等を確保するため、

必要な備蓄と供給体制を整備済み。

九町診療所
（収容可能者数：73人）

伊方中央公民館
（収容可能者数：165人）

く ちょう

い かた

放射線防護対策施設（PAZ内：3施設）

つわぶき荘
（収容可能者数：646人）

PAZ



 台風等により気象庁から暴風警報等が発表される等、外出をすることで命に危険が及ぶような場合には、PAZ及

び予防避難ｴﾘｱ内の施設敷地緊急事態要避難者及び住民は、無理に避難せずに、安全が確保されるまでは、屋

内退避を優先。

 その後、例えば天候が回復するなど、安全が確保できた場合には、避難を実施。 また、避難の実施により健康ﾘｽ

ｸが高まる者は、近傍の放射線防護対策施設で屋内退避を実施。

 なお、全面緊急事態となった段階で天候が回復するなどし、避難を実施する際には、国及び愛媛県等は、避難経

路や避難手段のほか、原子力発電所の状況や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果、気象情報等の情報共有や緊急時の対策

についての確認・調整等を実施。

避難準備

自宅等にて
屋内退避

施設敷地
緊急事態

要避難者等

住 民

施設敷地緊急事態警戒事態 全面緊急事態

天候回復

放射線防護対策施
設にて屋内退避

自宅等にて屋内退避

避難の実施により
健康ﾘｽｸが高まる者

徒歩等

＜全面緊急事態で天候が回復した場合の対応の例＞

福祉車両等による避難

ﾊﾞｽによる避難

輸送等の避難準備
完了後に避難

避難先

避難準備

一時集結所

自家用車等による避難

台風時など（気象庁における暴風警報の発表等）※

ＵＰＺ外

（外出をすることで命に危険が及ぶような場合）

※ 台風等に伴う大雨により、市町から土砂災害や洪水等に係る避難
勧告が発令された場合等には、該当地域の住民は、指定緊急避
難場所等の安全が確保できる場所で屋内退避を実施。

台風時などにおけるPAZ（予防避難ｴﾘｱ含む）内の防護措置
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自然災害等により道路等が通行不能になった場合の復旧策

他の緊急輸送交通施設管理者
（国土交通省国道事務所）

（市・町 道路管理者）
（西日本高速道路株式会社等）

（港湾管理者・空港管理者）
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国道197号

啓開ｽﾃｯﾌﾟⅠ
啓開ｽﾃｯﾌﾟⅡ

愛媛県庁

災害対策本部

災害発生

道路管理者は道路施設の被害状況
等の情報収集を実施

伊方発電所・三机港を連絡する
国道378号等を啓開

伊方発電所・三崎港を連絡する
国道197号等を啓開

ｽﾃｯﾌﾟⅠ

ｽﾃｯﾌﾟⅡ

愛媛県道路啓開計画

連携

協定に基づく業務支援活動

（一社）愛媛県建設業協会等

各管理者が道路啓開等を実施

愛媛県

避難開始前の段階において、避難計画で避難経路として定められている道路等が自然災害等により使用できない場

合は、愛媛県、伊方町は、代替経路を設定するとともに、道路等の管理者は復旧作業を実施。

 「愛媛県道路啓開計画」の啓開優先順位（ｽﾃｯﾌﾟⅠ～Ⅲ）に基づき道路啓開を行い、緊急輸送道路の確保を行う。
 直轄国道及び高速道路については、国土交通省四国地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が早急に被害状況

を把握し、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確保等に努める。

い かた ちょう

い かた

い かた

＜愛媛県の管理道路＞

愛媛県が建設業協会等と連携し、
応急復旧作業を実施。

国道378号

＜直轄国道＞

国土交通省四国地方整備局
が応急復旧作業を実施。

PAZ

UPZ

＜松山自動車道＞

国土交通省四国地方整
備局及び高速道路会社
（NEXCO）が応急復旧作
業を実施。

み さき

みつくえ



避難等の実施避難元 避難先

感染症※1の流行下でのPAZ（予防避難ｴﾘｱ含む）内の防護措置

＜感染症（新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等）の流行下での原子力災害が発生した場合（ＰＡＺ）＞

※１ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第二条第一項に定める新型インフルエンザ等を指す。
※２ 軽症者等とは、入院治療が必要ない無症状病原体保有者及び軽症患者のこと。
※３ 濃厚接触者、発熱者等の感染の疑いのある者、又はそれ以外の者は、可能な限りそれぞれ別々に避難（車両、避難所等）する。

感染者
（軽症者等）

それ以外の者※３

放射線防護対策施設等で屋内退避を継続
 それ以外の者とは別の施設で屋内退避。

 それ以外の者とは、別施設に避難。

また、施設内では密集を避ける。
施
設
敷
地
緊
急
事
態
要
避
難
者
等

一
般
住
民

感染者
（重症者）

避難の実施
により健康
リスクが高
まらない者

手
洗
い
・
消
毒
・
マ
ス
ク
着
用
・
一
定
の
距
離
確
保
等
の
感
染
予
防
策
を
徹
底

それ以外
の者※３

感染症指定医療機関等で治療

避難所等
 感染者（軽症者等）は、それ以外

の者とは隔離するため、別施設

や個室等に避難。また、密集を

避ける。

 感染症の流行下において原子力災害が発生した場合、感染者や感染の疑いのある者も含め、感染拡大・予防対策を十分考慮した上で、避難や屋
内退避等の各種防護措置を行う。

 具体的には、PAZ内の住民が避難を行う場合には、その過程（避難車両等）又は避難先（避難所等）などにおける感染拡大を防ぐため、感染者とそれ
以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。

 原子力災害の発生状況、感染拡大の状況及び避難車両や避難所等の確保状況など、その時々の状況に応じて、車両や避難所を分ける、又は同じ
車両や避難所内で距離や離隔を保つなど、柔軟に対応する。

 避難先施設では、密集を避ける。

感染者
（軽症者等）

それ以外
の者※３

避難の実施
により

健康リスク
が高まる者 放射線防護対策施設等で屋内退避を継続

 感染者（軽症者等）とは別の施設で屋内退避。
【
Ｓ
Ｅ
】

避
難
等
開
始

 感染者（軽症者等）は、それ以外

の者とは隔離するため、別施設

や個室等に避難。また、密集を

避ける。

 感染者とは、別施設に避難。また、

施設内では密集を避ける。

 避難先施設では、密集を避ける。

感染者
（軽症者等）

 それ以外の者とは、別々の車両で避難。

避難車両
 バス等で避難する際は、密集を避け、極力分

散して避難。
（例）

・ 追加車両の準備やピストン輸送等を実施する。
・ マスクを着用し、座席を十分離して着席する。

 バス等で避難する際は、密集を避け、極力分
散して避難。

（例）
・ 追加車両の準備やピストン輸送等を実施する。
・ マスクの着用、座席を十分離して着席する。
・ 施設敷地緊急事態要避難者及び一般住民の

感染者（軽症者等）同士、又は施設敷地緊急
事態要避難者及び一般住民のそれ以外の
者同士で、SEの段階で避難する。

 感染者（軽症者等）とは、別々の車両で避難。

 バス等で避難する際は、密集を避け、極力分
散して避難。

（例）
・ 追加車両の準備やピストン輸送等を実施する。
・ マスクを着用し、座席を十分離して着席する。

 バス等で避難する際は、密集を避け、極力分
散して避難。

【
G
Ｅ
】

避
難
等
開
始

バス避難者等の
一時集結所等

 密集を避け、極力分散して集合。
（例）

・ 一時集結所等の場所を分ける。
・ 集合時間帯を分ける。
・ 一時集結所等の中で別れて集合する。

自宅等で
避難準備

 指定避難所等に避難を実施する場合
は、密集を避け、極力分散して避難。

（例）
・ 避難施設の場所を分ける。
・ 施設内の別部屋に分かれて集合する。

※２

38

※２
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5． PAZ内の全面緊急事態
における対応

＜対応のﾎﾟｲﾝﾄ＞
1. 自家用車による避難ができない住民の移動手段（ﾊﾞｽ等）を確保し、避難を開始すること。

2. 避難先施設の受入体制を整えること。

3. 安定ﾖｳ素剤の服用等を指示すること。また、安定ﾖｳ素剤を持っていない者（紛失等）に、緊急配布
すること。

39



※1 避難対象者数は、PAZ内住民の合計数から割り出した数字であり、若干の増減がある。
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 PAZ内（伊方地域、瀬戸地域（佐市、足成））の住民については、自家用車で避難できる住民は、自家用車に

より松前町の避難経由所（松前公園）に移動後、松前町の指示する広域避難所に避難。

 自家用車での避難が困難な住民は、町又は県が配車した町内移動用車両で一時集結所（伊方中学校、瀬戸総

合体育館）に集合し、避難経由所（松前公園）へﾊﾞｽで移動の上、松前町の指示する広域避難所に避難。
 避難先については、普段から避難計画に関する広報や訓練等を通じて住民に周知。

PAZ内の住民の避難先及び避難住民数

避難元：伊方地域、瀬戸地域

自家用車

町内移動用車両

ﾊﾞｽ

瀬戸地域
せ と

※2 自然災害等により松前町の避難先が使用できない場合に備え、第2避難先候補として今治市と上島町を設定
いま ばり し かみ じま ちょうま さき ちょう

避難経由所 ： 松前公園

松前町が広域避難所を指示
ま さき ちょう

ま さき

松前町 広域避難所
（13施設 10,758人収容可能）

：松前（まさき）公園体育館（997人）
：松前（まさき）小学校 （1,469人）
：松前（まさき）中学校 （1,422人）
：北伊予（きたいよ）小学校 （948人）
：北伊予（きたいよ）中学校 （826人）
：岡田（おかだ）小学校 （1,073人）
：岡田（おかだ）中学校 （1,073人）

：県立伊予（いよ）高校 （949人）
：松前町（まさきちょう）

国体記念ﾎｯｹｰ公園（273人）
：松前（まさき）総合文化ｾﾝﾀｰ（541人）
：東公民館 （430人）
：西公民館 （383人）
：北公民館 （374人） （ ）は収容可能人数

ま さき ちょう

伊方中学校、

瀬戸総合体育館
一時集結所 ： せ と

い かた

い かた せ と

い かた

ま さき

ま さき

い かた

ま さきちょう

せ と

せ と

伊方中学校

一時集結所

い かた

瀬戸総合体育館

一時集結所
せ と

あし なるさ いち

い かた

せ と

あし なる さ いち

避難

対象者

伊方地域
いかた

PAZ内
地域 計 ﾊﾞｽ避難者数

（自家用車避難が
できない者）

自家用車
避難者数

伊方地域 4,092人 706人 3,386人

瀬戸地域

（足成、佐市）
129人 23人 106人

合計 4,221人 729人 3,492人

PAZ

UPZ

い かた

せ と

あし なる さ いち

ま さきちょうま さきちょう



PAZ内の観光客及び民間企業の従業員の数

PAZ内の民間企業の状況

 PAZ内の観光施設における1日当たりの入場見込人数は約850人、民間企業は247事業所
（約2,700人）存在。

PAZ内の観光施設の状況

41

地域名 事業所数 従業員数

伊方地域 246 2,650人

瀬戸地域（足成、佐市） 1 5人

合計（247事業所） 2,655人

地域名 施設数 入場見込人数

伊方地域 7 853人

瀬戸地域（足成、佐市） 0 0人

合計（7施設） 853人

※入場見込人数については、入場ﾋﾟｰｸ時
（8月）における1日当たりの入場者数を基
に算定

※従業員については、通勤に使用する自家
用車、ﾊﾞｽで避難

観光施設における入場見込人数：令和元年実績

い かた

せ と あし なる さ いち

い かた

せ と あし なる さ いち

※総務省統計局『平成28年経済ｾﾝｻｽ－活動調査』を基に集計



全面緊急事態で必要となる輸送能力

 全面緊急事態で必要となる輸送能力は、自家用車で避難できない住民、観光施設から避難する一
時滞在者、合計約820人分：ﾊﾞｽ18台。

 各事業所の従業員の避難方法については各事業所単位で周知（施設敷地緊急事態で、自家用車
により帰宅）。

想定対象人数※1 必要車両台数 備 考

自家用車での避難ができない住民 729人 16台 一時集結所にて乗車【資料P40】
1台当たり46人程度の乗車を想定

観光施設から避難する一時滞在者 86人 2台 ﾊﾞｽ1台当たり46人程度の乗車を想
定
1日当たりの観光施設の入場見込
人数853人のうち、約9割が自家用
車や観光ﾊﾞｽで来場する想定で、そ
の1割を想定対象人数として算入。
【資料P41】

合 計 815人 18台

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値
※2 民間企業に勤務する就労者は、通勤に使用する自家用車もしくはﾊﾞｽ等により避難
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全面緊急事態での輸送能力の確保

 全面緊急事態発生時には、自家用車で避難できない住民、観光施設から避難する一時滞在者のた

めに、伊方町が保有する車両のほか、愛媛県と愛媛県ﾊﾞｽ協会の協定及び覚書に基づき、ﾊﾞｽ協会
が配備する車両により、必要車両台数を確保。

※不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）が
必要に応じて支援を実施

43

確保車両台数
備 考

ﾊﾞｽ

（A）必要車両台数 18台

（B）確保車両台数 計18台以上

確
保
先

伊方町 3台程度
伊方町が保有する13台（合
計158人）の車両を使用

愛媛県のPAZ・UPZ内市町のﾊﾞｽ会社 15台以上
愛媛県のPAZ・UPZ内市町の
ﾊﾞｽ会社が保有する車両総
数273台

い かた ちょう
い かた ちょう

い かた ちょう



 PAZ内の自家用車で避難できない住民は合計約730人。

 自家用車で松前町の避難経由所（松前公園）へ避難が困難な住民は、徒歩で各集会所等に集合し、伊方

町又は県が配車した町内移動用車両で、各一時集結所（伊方中学校、瀬戸総合体育館）へ移動。
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1

自家用車で避難できない住民の数及び一時集結所への経路等

ﾙｰﾄ3

ﾙｰﾄ2

ﾙｰﾄ1

ﾙｰﾄ5

ﾙｰﾄ4

※1 高浦（たこら）地区区長宅は予防避難ｴﾘｱに位置するため、上表の人数の積算対象外

ま さき ちょう ま さき い かた

ちょう い かた せ と

3

1
2

1

2
3

4

川永田（かわ

ながた）ﾊﾞｽ停
から乗車

1

2

③二見（ふたみ）

分館から乗車

3

4
5 6

7

8

9
1

2

菊池（きくち）味噌
店前から乗車

1

2

3

2-3 消 防 詰 所
から乗車亀浦（かめうら）児童

待合所から乗車

3-4 消防詰所
から乗車

各集会所の配車経路 ※（ ）は自家用車で避難できない住民数 一時集結所

ﾙｰﾄ1 大型ﾊﾞｽ：①大浜集会所⇒②中之浜集会所⇒③仁田之浜集会所 （92人）

伊方中学校

（706人）

ﾙｰﾄ2 大型ﾊﾞｽ：①豊之浦集会所⇒②新川会館⇒③川永田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ⇒④中浦集会所 （154人）

ﾙｰﾄ3 中型ﾊﾞｽ：①伊方越集会所⇒②亀浦集会所 （32人）

ﾙｰﾄ4
大型ﾊﾞｽ：①田之浦集会所⇒（②古屋敷集会所）⇒③二見分館⇒④二見集会所⇒

⇒⑤西久保集会所⇒⑥須賀集会所⇒⑦畑ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ⇒⑧向集会所⇒⑨奥集会所
（193人）

ﾙｰﾄ5 中型ﾊﾞｽ：①鳥津集会所⇒②大成集会所 （43人）

徒歩 ：伊方中学校に徒歩で移動する住民（河内、湊浦一・二、小中浦） （192人）

各集会所の配車経路 ※（ ）は自家用車で避難できない住民数 一時集結所

ﾙｰﾄ6 中型ﾊﾞｽ：①足成集会所⇒②佐市集会所⇒（③高浦地区区長宅）※1 （23人） 瀬戸総合体育館
（23人）

に た の はまおおはま なか の はま

なかうらしんかわ かわながたとよ の うら

いかたごし かめうら

にし く ぼ

ふたみふたみふるやしきた の うら

むかいはたす か おく

おおなるとり づ

い かた かわち みなと うら こ なか うら

あしなる さ いち たこら

い かた

せ と

中之浜（なかのはま）集会所横
にある、海沿いの道路から
山沿いの道路への登り進入
路は小型車両のみ通行可

2

伊方中学校

一時集結所
い かた

瀬戸総合体育館

一時集結所

せ と

ﾙｰﾄ6

PAZ

※2 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値 ※3 ﾙｰﾄ6はP63、P64の瀬戸地域ﾙｰﾄ1と同じ



PAZ内から避難先（避難経由所）までの主な経路

 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、あらかじめ複数の経路を設定。
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避難経由所
（松前公園）

ま さき

瀬戸地域

136人

伊方地域
4,752人

せ と

い かた

第2経路
国道197号→国道56号

PAZ

第1経路
国道197号→国道378号→国道56号

第3経路
国道197号→ 高速道路→国道56号

UPZ 広域避難所（松前町）
：松前公園体育館

：松前小学校

：松前中学校

：北伊予小学校

：北伊予中学校

：岡田小学校

：岡田中学校

：県立伊予高校

：松前町国体記念ﾎｯｹｰ公園

：松前総合文化ｾﾝﾀｰ

：東公民館

：西公民館

：北公民館

ま さき

ま さき ちょう

ま さき

ま さき

ま さき

きた い よ

きた い よ

おか だ

おか だ

い よ

ま さきちょう
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避難を円滑に行うための対応策①

 PAZ及びUPZ内の住民の車両による避難を円滑に行うため、ﾍﾘからの映像伝送により道路渋滞を把
握し、避難車両の誘導及び交通規制を行うとともに、停電時に備えた自家発電機付の信号機や愛

媛県、伊方町及び県警による主要交差点における交通整理・誘導、「避難誘導・交通規制用自動制御
告示板」等を活用した広報等の交通対策を行う。

い かた ちょう

【自家発電機付の信号機】

広域避難路に9箇所設置

避難経由所
（松前公園）

ま さき

い かた

【ﾍﾘによる映像伝送】

道路渋滞状況を把握し、
避難誘導・交通規制

ま さき

い かた

PAZ

UPZ

 交通誘導対策
ﾍﾘの映像伝送による道路渋滞の把握、自家発電機付の信

号機の設置や主要交差点等における町職員や県警職員等の

交通整理により、円滑な避難誘導を実施

 交通広報対策
県警が配置した拡声器と音声合成装置を内蔵した「避難誘

導・交通規制用自動制御告知板」等による広報を実施

 交通規制対策
ﾍﾘの映像伝送による道路渋滞の把握、主要交差点（29箇所）

における信号機操作、混雑ｴﾘｱで交通整理・誘導・規制等によ

る円滑な交通流の確保

伊方地域における交通対策

【避難誘導・交通規制用自動
制御告示板、LED電光掲示板】

広域避難路に計8箇所設置

避難誘導・交通規制用自動制御
告示板は拡声器と音声合成装
置を内蔵。

【凡例】

自家発電機付信号機

避難誘導・交通規制
用自動制御告知板
交通規制地点



避難を円滑に行うための対応策②

 伊方町では自家用車避難を円滑に行うため、あらかじめ、対象となる住民に避難車両を識別するための「避難車
両ｼｰﾙ」を配布することとしている。

 また、伊方町内全55地区では、伊方町職員と、地区ごとの住民、自主防災組織、民生委員、消防団等によるﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟを開催し、原子力災害時の避難に係る「地区広域避難計画」を策定。

 「地区広域避難計画」では、地区内の人口・世帯数、避難先、避難手段に加え、避難行動要支援者名簿及びその
所在地図等具体的な状況を把握。さらに、自主防災組織・消防団等の支援者の役割分担や定期的なﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
の開催を取り決める等、避難を円滑に行うための、地域住民の共助による避難支援体制を整備。

避難車両ｼｰﾙ 伊方町内全55地区でﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを開催
地区ごとの広域避難計画を策定
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い かた ちょう

い かた ちょう

い かた ちょう

い かた ちょう

地区広域避難計画
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＜対応のﾎﾟｲﾝﾄ＞

施設敷地緊急事態及び全面緊急事態における予防避難ｴﾘｱ（4,137人）での防護措置については、
発電所や周辺の道路・港湾等の状況に応じ、多様な対応（陸路避難、海路避難、空路避難、屋内
退避）を準備し、これらの防護措置を組み合わせて対応を実施。

6． 予防避難ｴﾘｱにおける対応



愛媛県及び伊方町における初動対応
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 警戒事態が発生した段階で、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備のため、愛媛県及び伊方町

は、町内移動用車両及び一時集結所、学校、福祉施設に避難用車両の手配を開始するとともに、

伊方町は、瀬戸総合体育館及び三崎総合体育館に各7人の職員を配置し、一時集結所の設営準備

を開始。

 伊方町は、各集落の自主防災組織や消防団と情報共有を図り、地域ｺﾐｭﾆﾃｨと一体となった避難誘
導体制を構築。

い かた ちょう

み さきせ と

い かた ちょう

PAZ

UPZ 町内移動用車両及び一時集結所、学校、
福祉施設に避難用車両の手配を開始

：各集落ごとの集会所（町内移動用車両経由所）30箇所

三崎支所

伊方町役場
い かた ちょう

災害対策本部

み さき

瀬戸総合体育館

一時集結所
せ と

三崎総合体育館

一時集結所
み さき

瀬戸総合体育館及び三崎総合体
育館に各7人の職員を配置すると

ともに、自主防災組織や消防団等
による地域ｺﾐｭﾆﾃｨと一体となった
避難誘導体制を構築

せ と み さき

瀬戸支所
せ と

松前公園

避難経由所
ま さき

愛媛県庁

災害対策本部

い かた ちょう

い かた ちょう



 伊方町は、防災行政無線、広報車、CATV、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、臨時災害放送局（FM放送）等を活用し、住民へ情

報を伝達。また、一時集結所である瀬戸総合体育館及び三崎総合体育館に派遣された職員は、移動系防災行政無

線や衛星携帯電話等により、伊方町と情報を共有。

 消防団や自主防災組織は、住民に情報伝達を行うため、各消防団に配備している携帯端末、車載端末のﾃﾞｼﾞﾀﾙ

防災行政無線や、各地区の防災行政無線屋外拡声子局に設置された双方向通信機により、伊方町と避難者の状

況や避難誘導体制等、地域ｺﾐｭﾆﾃｨを活用した情報共有を実施。

 社会福祉施設、保育所、小中学校への情報伝達は、伊方町から実施。

住民への情報伝達
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い かた ちょう

せ と み さき

い かたちょう

い かた ちょう

い かた ちょう

伊方町役場
い かた ちょう

災害対策本部

み さき

瀬戸支所
せ と

：防災行政無線屋外拡声子局配置箇所（83箇所）

消防団は移動系ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
防災行政無線等により
情報共有

三崎支所

自主防災組織は各地区の
防災行政無線屋外拡声子
局に設置された双方向通
信機により、情報共有

三崎総合体育館

一時集結所
み さき

●伊方町は、防災行政無線、

広報車、CATV等を活用し、

住民へ情報を伝達。

●一時集結所である瀬戸総合

体育館及び三崎総合体育

館に派遣された職員は、移

動系防災行政無線や衛星

携帯電話等により伊方町と

情報を共有。

み さき

せ と

い かた ちょう

い かたちょう

PAZ

UPZ

瀬戸総合体育館

一時集結所
せ と

み さき
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想定される状況

放射性物質放出ま
で時間的猶予があ
る場合

国道197号が使用可能な場合
港湾が使用可能であり船舶が利用できる場合

国道197号が使用可能な場合
港湾が使用不可もしくは船舶が利用できない場合

国道197号の一部が使用不可の場合
港湾が使用可能であり船舶が利用できる場合

国道197号が使用不可の場合
港湾が使用可能であり船舶が利用できる場合

国道197号が使用不可の場合
港湾が使用不可もしくは船舶が利用できず、空路による
避難もできない場合

放射性物質放出のﾘｽｸが高まった場合

予防避難ｴﾘｱにおける状況に応じた対応

【状況に応じた防護措置】

 施設敷地緊急事態及び全面緊急事態における予防避難ｴﾘｱでの防護措置については、発電所や周辺の道路・港
湾等の状況に応じ、多様な対応（陸路避難、海路避難、空路避難、屋内退避）を準備。

防護措置

陸路避難 ｹｰｽ1

陸路避難
海路避難
空路避難

ｹｰｽ2

海路避難
空路避難

ｹｰｽ3

屋内退避 ｹｰｽ4

①警戒事態：愛媛県及び伊方町が、道路や港湾等の状況を確認し、避難方法の検討を開始

②施設敷地緊急事態：防護措置の方法を決定し、住民に広報を実施

【状況の確認】
い かた ちょう

※1 放射性物質の放出後については、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果を踏まえて、原子力災害対策指針で定める基準（OIL）に基づき、一時移転等の防護措置を実施。
※2 ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる避難が可能な場合に併用

（※2）

（※2）
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6-1． ｹｰｽ1（陸路避難）における対応

＜ｹｰｽ1における基本的な考え方＞

【適用条件】
以下の全ての条件に該当する場合に適用。

・放射性物質放出まで時間的猶予がある場合
・国道197号が使用可能な場合

【避難方法】
・自家用車・ﾊﾞｽ等による陸路避難を実施。
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（ｹｰｽ1）陸路避難を実施する場合

 放射性物質放出まで時間的猶予があり、国道197号が使用可能な場合は、陸路による避難を実施。

 自家用車での避難ができる住民は、自家用車により避難経由所（松前公園）に移動の上、松前町の指示する広域
避難所に避難を実施。

 自家用車等での避難が困難な住民は、一時集結所に移動後、愛媛県が手配するﾊﾞｽ等により避難を実施。
 なお、一時集結所には、放射性物質の放出に備え、四国電力が放射性物質除去ﾌｨﾙﾀｰ付きｸﾘｰﾝｴｱﾄﾞｰﾑを配備。

ま さき ま さき ちょう

PAZ

UPZ 三崎総合体育館

一時集結所

み さき

瀬戸総合体育館

一時集結所

せ と

陸路避難（ｹｰｽ1）

自家用車、ﾊﾞｽ等による陸路避難

松前町へ避難
ま さき ちょう



避難準備警戒事態

施設敷地緊急事態

全面緊急事態

避難経由所（松前公園）
保護者への引渡しができなかった児童は、避難経由所で保護者に
引渡し

（ｹｰｽ1）予防避難ｴﾘｱの学校・保育所の避難

 予防避難ｴﾘｱの6つの小中学校及び高等学校の児童等（約260人）は、警戒事態になった場合、避難準備を開始し、

施設敷地緊急事態になった場合、職員とともに避難経由所（松前公園）に移動後、保護者に引き渡す。
 予防避難ｴﾘｱの3つの保育所の児童（約50人）は、警戒事態になった時点で保育を中止し、保護者へ引き渡す。保

護者への引渡しができなかった児童は、施設敷地緊急事態になった場合、職員とともに最寄りの学校に移動の上、

学校の児童等と一緒に避難経由所（松前公園）に避難し、保護者に引き渡す。

 全ての学校・保育所において個別避難計画を策定済。
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保育所

保育所名
人数

児童 職員 合計

三机（みつくえ）保育所 12人 6人 18人

大久（おおく）保育所 11人 5人 16人

三崎（みさき）保育所 30人 13人 43人
合 計（3施設） 53人 24人 77人

学校

学校名
人数

児童等 職員 合計

三机（みつくえ）小学校 25人 10人 35人

大久（おおく）小学校 19人 7人 26人

三崎（みさき）小学校 39人 14人 53人

瀬戸（せと）中学校 34人 12人 46人

三崎（みさき）中学校 32人 12人 44人

三崎（みさき）高等学校 108人 26人 134人

合 計（6施設） 257人 81人 338人

避難準備※1

児童等と職員がともに避難経由所（松前公
園）に避難を開始

避難経由所（松前公園）
児童等は、避難経由所で保護者に引渡し

保護者が児童を引
取り・避難準備

児童の
引渡し

避難の開始

ま さき

ま さき

ま さき

ま さき

ま さき

※1 学校に保護者が児童等の迎えに来た場合は、引渡しを実施
※2 児童等の人数については、令和2年4月1日現在

引渡しができなかった児童と職
員は、最寄りの学校に移動し、
学校の児童等と一緒に避難経

由所（松前公園）に避難を開始
ま さき



 予防避難ｴﾘｱの医療機関及び社会福祉施設（4施設約170人）の全てについて、個別避難計画を策定済であり、
UPZ外の施設において、避難先を確保。

 避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、放射線防護対策施設において、避難に必要な準備が整うまで屋内退避
を実施。その他の入所者等は、あらかじめ定められた避難先施設へ避難を実施。

 予防避難ｴﾘｱの医療機関については、愛媛県の緊急被ばく医療ｱﾄﾞﾊﾞｲｻｰや災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀの助言を受け、愛
媛県が避難先を調整。

 何らかの事情で、あらかじめ選定しておいた避難先施設が活用できない場合には、愛媛県が受入先を調整。

（ｹｰｽ1）予防避難ｴﾘｱの医療機関及び社会福祉施設の避難

＜予防避難ｴﾘｱ 4施設＞

※3 避難準備完了後、あらかじめ定められた避難先施設へ避難
※4 健康ﾘｽｸが高まらない者等は、あらかじめ定められた避難先施設へ避難

計 185人

避難元施設

番号 施設名 施設種別
入院

定員数

1 瀬戸診療所 有床診療所 19人

※1

※3

避難先施設

※2

※1 輸送等の避難準備が完了するまでは放射線防護対策施設内で屋内退避
※2 愛媛県の緊急被ばく医療ｱﾄﾞﾊﾞｲｻｰや災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀの助言を受け、

愛媛県が避難先を調整し、避難準備完了後に避難

＜放射線防護対策施設＞
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番号 施設名 施設種別
入所

定員数

4 よろこび大久
認知症対応型共同生活
介護

9人

番号 施設種別 市町名
受入

見込数

1 医療機関101施設で合計2,829人の受入が可能

番号 施設種別 市町名
受入

見込数

4 有料老人ﾎｰﾑ 松山市（1施設） 9人

放射線防護対策
施設内屋内退避

※3

※1

番号 施設名 施設種別
入所

定員数

2 瀬戸あいじゅ

介護老人福祉施設 45人

認知症対応型共同生活
介護

18人

軽費老人ﾎｰﾑ 20人

短期入所生活介護 10人

3 三崎つわぶき荘

地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護

29人

認知症対応型共同生活
介護

18人

※4

※4

計140人

計9人計9人

計19人

番号 施設種別 施設種別
受入

見込数

2 介護老人福祉施設
等

松山市（4施設）

93人伊予市（1施設）

松前町（1施設）

3 介護老人福祉施設 東温市（2施設） 48人

自施設内
屋内退避

せ と

み さき

まつ やま し

い よ し

ま さき ちょう

とう おん し

まつやま し

せ と

計141人

おお く



輸送等の避難準備完了後、
避難を実施

 在宅の避難行動要支援者123人のうち、79人は支援者がいることを確認。残る避難行動要支援者に
ついては、伊方町、自主防災会、民生委員、消防団等によるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを通じて支援者を確保。

 支援者の同行により避難可能な者は、支援者の車両、ﾊﾞｽ、福祉車両等で避難先へ移動。
 避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、支援者の車両又は福祉車両等で、近傍の放射線防護対

策施設へ移動。

（ｹｰｽ1）予防避難ｴﾘｱの在宅の避難行動要支援者の避難
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支援者が同行等をすることで避難可能な者

支援者の自家用車等で移動

支援者とともに徒歩、
ﾊﾞｽ等で移動 ﾊﾞｽ、福祉車両等で移動

避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者

支援者の車両又は福祉車両等で移動

支援者

在宅避難行動

要支援者
（123人） 瀬戸総合体育館

三崎総合体育館

一時集結所

避
難
経
由
所
（
松
前
公
園
）

ﾊﾞｽ、

福祉車両
等で移動

64人（支援者32人）

5人（支援者7人）

54人（支援者56人）
広
域
避
難
所
（
13
施
設
）
又
は
福
祉
避
難
所
（
9
施
設
）

い かた ちょう

み さき

せ と

せ と

瀬戸診療所、瀬戸あいじゅ、三崎高等学校、串診療所、

串防災ｾﾝﾀｰ、三崎つわぶき荘、与侈防災ｾﾝﾀｰ

放射線防護対策施設

せ と み さき くし

ま

さ
き

くし

せ と

※避難行動要支援者の数は令和2年4月1日現在

み さき よぼこり

支援者の自家用車等で移動



（ｹｰｽ1）予防避難ｴﾘｱにおいて施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力

 施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力は、想定対象人数約730人について、ﾊﾞｽ23台、福祉車両
21台（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様5台、車椅子仕様16台）。

想定対象
人数

想定必要車両台数※1,2

備 考
ﾊﾞｽ※3 福祉車両※4,5

（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様）
福祉車両※4,5

（車椅子仕様）

学校・保育所の児童等の避難

（9箇所）
415人

（児童等310人+
職員105人）

16台 0台 0台 保護者への引渡しによりその分必要車両台数は
減少【資料P54】

医療機関及び社会福祉施設
の入所者等の避難（4箇所）

208人※7

（入所者125人+
職員83人）

4台
(入所者57人+

職員31人)

2台
(入所者2人+

職員4人)

12台
(入所者66人+

職員48人)

【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様】
○施設車両（1人乗り：2台）
【車椅子仕様】
○施設車両（1人乗り：2台）
○四電車両（6人乗り：8台）
○伊方町（いかたちょう）車両（8人乗り：2台）

在宅の避難行動要支援者等の
避難

96人
（要支援者64人+

支援者32人）

3台
(要支援者53人+

支援者19人)

1台
(要支援者1人+

支援者1人）

4台
(要支援者10人+

支援者12人）

【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様】※5

○施設車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1人、車椅子1人乗り：1台）

【車椅子仕様】
○四電車両（6人乗り：1台）
○伊方町（いかたちょう）車両（2人乗り：2台）

在宅の避難行動要支援者のう
ち、避難の実施により健康ﾘｽｸ
が高まる者等を放射線防護対
策施設に輸送※6

12人
（要支援者5人+

支援者7人）

0台 2台
(要支援者5人+

支援7人)

0台 近傍の放射線防護対策施設に、四電福祉車両各1台
（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ各2人乗り）で輸送を想定【資料P56】
瀬戸（せと）地域：1往復（要支援者1人）
三崎（みさき）地域：2往復（要支援者4人）

合 計 731人 23台 5台 16台
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※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値

※2 想定必要車両台数（ﾊﾞｽ、福祉車両）は、各施設又は瀬戸地域・三崎地域で必要となる車両台数を合算

※3 ﾊﾞｽは、佐田岬半島の地域特性を踏まえ、乗車人数26人乗りにより想定

※4 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子どちらも乗車でき、配置により乗車台数を自由に変えられる車両を多く配備しているため、実際配備している車両の仕様を基に必要台数を積算

※5 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様の車両で想定した場合は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様と車椅子仕様にそれぞれ1台ずつ積算

※6 「避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者」は、輸送の準備が整うまで放射線防護対策施設内に屋内退避

※7 なお、この他、自施設内で屋内退避を実施する社会福祉施設の入所者（避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者）が17人、職員13人が存在

みさきせと

さだみさき



（ｹｰｽ1）予防避難ｴﾘｱにおける施設敷地緊急事態での輸送能力の確保

 施設敷地緊急事態発生時には、医療機関、社会福祉施設、在宅の避難行動要支援者、教育機関の避難のために、
伊方町、医療機関、社会福祉施設及び四国電力が保有する車両のほか、愛媛県と愛媛県ﾊﾞｽ協会の協定及び覚
書に基づき、ﾊﾞｽ会社から配備する車両により、必要車両台数を確保。

確保車両台数
備 考ﾊﾞｽ等

（ﾊﾞｽ、乗用車）
福祉車両※1

（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様）
福祉車両※1

（車椅子仕様）

（A）必要車両台数 23台 5台 16台

（B）確保車両台数 計32台以上 計12台 計16台

確
保
先

伊方町 － － 4台

【ﾊﾞｽ等】ﾊﾞｽ：8～29人乗り
【車椅子仕様】
○2台（1台当たり：車椅子2人）
○2台（1台当たり：車椅子8人）

学校、医療機関、社会
福祉施設

19台 3台 3台

【ﾊﾞｽ等】ﾊﾞｽ：10～29人乗り、 乗用車：4～10人乗り
【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様】
○2台（1台当たり：ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1人）
【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様】※1

○1台（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1人、車椅子1人）
【車椅子仕様）】
○2台（1台当たり：車椅子1人）

愛媛県のPAZ・UPZ内
市町のﾊﾞｽ会社

13台以上 － －
ﾊﾞｽ1台当たりの想定乗車人数：26人乗り
愛媛県のPAZ・UPZ内市町のﾊﾞｽ会社が保有する車
両総数273台

四国電力 － 9台※2 9台※2

【仕様】
四電福祉車両は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子の配置を自由
に変えられる仕様であり、下記2ﾊﾟﾀｰﾝの配置を想定
ﾊﾟﾀｰﾝ①：＜ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2人、車椅子1人＞
ﾊﾟﾀｰﾝ②：＜車椅子6人＞
【配備台数】
9台（瀬戸（せと）地域：7台、三崎（みさき）地域2台）※1
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いかたちょう

いかたちょう

※1 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様の車両を保有している場合は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様と車椅子仕様にそれぞれ1台ずつ積算
※2 「避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者」を放射線防護対策施設に輸送した車両は、その後避難に使用
※3 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）が必要に応じて支援を実施
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 伊方町の2地域（瀬戸地域、三崎地域）の住民の避難先については、自家用車で避難できる住民は、自家用車

により松前町の避難経由所（松前公園）に移動後、松前町の指示する広域避難所に避難。

 自家用車での避難が困難な住民は、町又は県が配車した町内移動用車両で一時集結所（瀬戸総合体育館、三

崎総合体育館）に集合し、避難経由所（松前公園）へバスで移動の上、松前町の指示する広域避難所に避難。
 2地域における避難先については、普段から避難計画に関する広報や訓練等を通じて住民に周知。

（ｹｰｽ1）予防避難ｴﾘｱの住民の避難

避難経由所 ： 松前公園

松前町が広域避難所を指示

瀬戸総合体育館、三崎総合体育館

避難元：瀬戸地域、三崎地域

松前町 広域避難所
（13施設 10,758人収容可能）

：松前（まさき）公園体育館（997人）
：松前（まさき）小学校 （1,469人）
：松前（まさき）中学校 （1,422人）
：北伊予（きたいよ）小学校 （948人）
：北伊予（きたいよ）中学校 （826人）
：岡田（おかだ）小学校 （1,073人）
：岡田（おかだ）中学校 （1,073人）

：県立伊予（いよ）高校 （949人）
：松前町（まさきちょう）国体記念ﾎｯｹｰ
公園（273人）

：松前（まさき）総合文化ｾﾝﾀｰ（541人）
：東公民館 （430人）
：西公民館 （383人）
：北公民館 （374人）

一時集結所 ：

自家用車町内移動用車両

ﾊﾞｽ

（ ）は収容可能人数

い かた ちょう せ と み さき

ま さき ちょう ま さき ま さき ちょう

せ と み

さき ま さき ま さき ちょう

み さきせ と

み さきせ と

ま さき ちょう

ま さき

ま さき ちょう

※1 避難対象者数は、予防避難ｴﾘｱ住民の合計数から割り出した数字であり、若干の増減がある。

※2 自然災害等により松前町の避難先が使用できない場合に備え、第2避難先候補として今治市と上島町を設定
いま ばり し かみじま ちょうま さき ちょう

三崎総合体育館

一時集結所

三崎地域
み さき

み さき

避難

対象者

瀬戸総合体育館

一時集結所

せ と

瀬戸地域
せ と

予防避難
ｴﾘｱ 計 ﾊﾞｽ避難者数

（自家用車避難が
できない者）

自家用車
避難者数

瀬戸地域

（足成、佐市を除く）
1,315人 324人 991人

三崎地域 2,247人 556人 1,691人

合計 3,562人 880人 2,682人

み さき

せ と

あし なる さ いち

自家用車



（ｹｰｽ1）予防避難ｴﾘｱの観光客及び民間企業の従業員の数

予防避難ｴﾘｱの民間企業の状況

 予防避難ｴﾘｱの観光施設における1日当たりの入場見込人数は約1,370人、民間企業は214社
（1,025人）存在。

予防避難ｴﾘｱの観光施設の状況

60

地域名 事業所数 従業員数

瀬戸地域（足成、佐市以外） 85 500人

三崎地域 129 525人

合計（214事業所） 1,025人

地域名 施設数 入場見込人数

瀬戸地域（足成、佐市以外） 11 448人

三崎地域 6 918人

合計（17施設） 1,366人

※従業員については、通勤に使用する自家
用車、ﾊﾞｽで避難

観光施設における入場見込人数：令和元年実績

※入場見込人数については、入場ﾋﾟｰｸ時
（8月）における1日当たりの入場者数を基
に算定

み さき

せ と さ いちあし なる

み さき

せ と さ いちあし なる

※総務省統計局『平成28年経済ｾﾝｻｽ－活動調査』を基に集計



(ｹｰｽ1)予防避難ｴﾘｱにおいて全面緊急事態で必要となる輸送能力

 全面緊急事態で必要となる輸送能力は、自家用車で避難できない住民、観光施設から避難する一
時滞在者、合計約1,000人分：ﾊﾞｽ23台。

 各事業所の従業員の避難方法については各事業所単位で周知（施設敷地緊急事態で、自家用車
により帰宅）。

想定対象人数※1 想定必要ﾊﾞｽ数 備考

自家用車での避難ができない住民 880人 20台 一時集結所にて乗車【資料P59】
1台当たり46人程度の乗車を想定

観光施設から避難する一時滞在者 137人 3台 ﾊﾞｽ1台当たり46人程度の乗車を想定
1日当たりの観光施設の入場見込人数
1,366人のうち、約9割が自家用車や観光
ﾊﾞｽで来場する想定で、その1割を想定対
象人数として算入。【資料P60】

合 計 1,017人 23台

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値

※2 民間企業に勤務する就労者は、通勤に使用する自家用車もしくはﾊﾞｽ等により避難
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※3 想定必要ﾊﾞｽ数は、瀬戸地域・三崎地域それぞれで必要となるﾊﾞｽ数を合算
み さきせ と



(ｹｰｽ1)予防避難ｴﾘｱにおける全面緊急事態での輸送能力の確保

※不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）が
必要に応じて支援を実施
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確保車両台数 備考

ﾊﾞｽ

（A）必要車両台数 23台

（B）確保車両台数 計23台以上

確
保
先

愛媛県のPAZ・UPZ内市町のﾊﾞｽ会社 20台以上
愛媛県のPAZ・UPZ内市町の
ﾊﾞｽ会社が保有する車両総
数273台

伊方町 3台程度
伊方町が保有する7台（合計
120人）の車両を使用

い かた ちょう
い かた ちょう

 全面緊急事態発生時には、自家用車で避難できない住民、観光施設から避難する一時滞在者のた

めに、伊方町が保有する車両のほか、愛媛県と愛媛県ﾊﾞｽ協会の協定及び覚書に基づき、ﾊﾞｽ協会
が配備する車両により、必要車両台数を確保。

い かた ちょう



（ｹｰｽ1及び2）
自家用車で避難できない住民の数及び一時集結所への経路等（瀬戸地域）

 瀬戸地域内の自家用車で避難できない住民は合計約320人。

 自家用車で松前町の避難経由所（松前公園）へ避難が困難な住民は、徒歩で各集会所等に集合し、伊方町又は

愛媛県が配車した町内移動用車両で、一時集結所（瀬戸総合体育館）へ移動。

63※1 足成集会所、佐市集会所はPAZに位置するため、人数の積算対象外

せ と

ま さき ちょう い かた ちょうま さき

せ と

せ と

あし なる さ いち

各集会所の配車経路 ※（ ）は自家用車で避難できない住民数 一時集結所

ﾙｰﾄ1 中型ﾊﾞｽ：（①足成集会所※）⇒（②佐市集会所※）⇒③高浦地区区長宅 （0人）

瀬戸総合
体育館

（324人）

ﾙｰﾄ2 大型ﾊﾞｽ：①上倉集会所⇒②瀬戸町民ｾﾝﾀｰ （78人）

ﾙｰﾄ3 中型ﾊﾞｽ：①小島集会所⇒②志津集会所⇒③大江集会所⇒④松之浜集会所 （25人）

ﾙｰﾄ4 大型ﾊﾞｽ：①大久集会所⇒②瀬戸社会教育会館⇒③塩成集会所 （182人）

ﾙｰﾄ5 中型ﾊﾞｽ：①神崎集会所⇒②田部集会所⇒③高茂消防倉庫⇒④瀬戸ｱｸﾞﾘﾄﾋﾟｱ （39人）

せ と

あし なる さ いち たこ ら

せ とあげ くら

まつ の はまおお えし つこ じま

しお なしせ とおお く

こう も せ とた ぶこう ざき

1
ﾙｰﾄ1

3

ﾙｰﾄ2

1

ﾙｰﾄ3

1 2

3

4

ﾙｰﾄ4

1

2

3

ﾙｰﾄ5

1

2

3

4

2

瀬戸総合体育館

一時集結所
せ と

2

PAZ

※2 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値 ※3 ﾙｰﾄ1はP44のﾙｰﾄ6と同じ



（ｹｰｽ3）
自家用車で避難できない住民の数及び一時集結所への経路等（瀬戸地域）

 瀬戸地域内の自家用車で避難できない住民は合計約320人。

 三崎港から海路避難する場合は、徒歩で各集会所等に集合し、伊方町又は愛媛県が配車した町内移動用車両で、

一時集結所（三崎小中学校体育館）へ移動し、三崎港から海路避難。

 三机港から海路避難する場合は、一時集結所（瀬戸総合体育館）へ移動。

64※1 足成集会所、佐市集会所はPAZに位置するため、人数の積算対象外

せ と

みさき い かた ちょう

せ と

み さき み さき

せ と

あし なる さ いち

各集会所の配車経路 ※（ ）は自家用車で避難できない住民数 一時集結所

ﾙｰﾄ1 中型ﾊﾞｽ：（①足成集会所）※⇒（②佐市集会所）※⇒③高浦地区区長宅 （0人）

三崎小中学
校体育館

（324人）

ﾙｰﾄ2 大型ﾊﾞｽ：①瀬戸町民ｾﾝﾀｰ⇒②上倉集会所 （78人）

ﾙｰﾄ3 中型ﾊﾞｽ：①松之浜集会所⇒②大江集会所⇒③志津集会所⇒④小島会所 （25人）

ﾙｰﾄ4 大型ﾊﾞｽ：①塩成集会所⇒②瀬戸社会教育会館⇒③大久集会所 （182人）

ﾙｰﾄ5 中型ﾊﾞｽ：①瀬戸ｱｸﾞﾘﾄﾋﾟｱ⇒②高茂消防倉庫⇒③田部集会所⇒④神崎集会所 （39人）

みさき

あし なる さ いち たこ ら

せ と あげ くら

まつ の はま おお え し つ こ じま

しお なし せ と おお く

こう もせ と た ぶ こう ざき

1
ﾙｰﾄ1

3

ﾙｰﾄ2

2

4 3

2

ﾙｰﾄ4

3

2

1

ﾙｰﾄ5

4

3

2

1

1

瀬戸総合体育館

一時集結所
せ と

2

PAZ

※2 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値 ※3 ﾙｰﾄ1はP44のﾙｰﾄ6と同じ

みつくえ

三崎小中学校体育館

一時集結所
みさき

1

ﾙｰﾄ3



 三崎地域内の自家用車で避難できない住民は合計約560人。

 自家用車で松前町の避難経由所（松前公園）へ避難が困難な住民は、徒歩で各集会所等に集合し、伊方町又は

愛媛県が配車した町内移動用車両で、一時集結所（三崎総合体育館）へ移動。

（ｹｰｽ1、2及び3）
自家用車で避難できない住民の数及び一時集結所への経路等（三崎地域）
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ま さき ちょう ま さき

み さき

み さき

い かた ちょう

み さき

三崎総合体育館

一時集結所

各集会所の配車経路 ※（ ）は自家用車で避難できない住民数 一時集結所

ﾙｰﾄ1 中型ﾊﾞｽ：①平礒集会所⇒②釜木集会所⇒③旧名取小学校 （41人）

三崎総合体育館

（556人）

ﾙｰﾄ2 中型ﾊﾞｽ：①松集会所⇒②明神集会所⇒③二名津集会所 （117人）

ﾙｰﾄ3 大型ﾊﾞｽ：①井野浦集会所⇒②大佐田集会所⇒③佐田集会所⇒④高浦集会所 （56人）

ﾙｰﾄ4
中型ﾊﾞｽ：①正野集会所⇒②串集会所⇒③与侈集会所⇒④灘地区区長宅⇒

⑤ｻｻﾞｴﾊﾞﾔ集会所
（137人）

徒歩 ：三崎総合体育館に徒歩で移動する住民（須賀、中村、上、札場、杉山、

中西、大西、赤坂、川之元、中尾）
（205人）

み さき

ひら いそ かま ぎ な とり

まつ みょう じん ふた な づ

い の うら おお さ だ さ だ たか うら

しょう の くし よ ぼこり なだ

み さき

1
ﾙｰﾄ1

2

3

ﾙｰﾄ3
1 2

3

ﾙｰﾄ2
1

2

3

4

1

2

すか なかむら うえ ふだば すぎやま

なかにし おおにし あかさか かわのもと なかお

み さき

4
5

3

ﾙｰﾄ4

UPZ

※数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値



（ｹｰｽ1）予防避難ｴﾘｱから避難先（避難経由所）までの主な経路

 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、あらかじめ複数の経路を設定。
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第2経路
国道197号→国道56号

瀬戸地域
1,554人

せ と

三崎地域
2,583人

み さき

第1経路
国道197号→国道378号→国道56号

第3経路
国道197号→ 高速道路→国道56号

UPZ

PAZ

避難経由所
（松前公園）

ま さき

広域避難所（松前町）
：松前公園体育館

：松前小学校

：松前中学校

：北伊予小学校

：北伊予中学校

：岡田小学校

：岡田中学校

：県立伊予高校

：松前町国体記念ﾎｯｹｰ公園

：松前総合文化ｾﾝﾀｰ

：東公民館

：西公民館

：北公民館

ま さき

ま さき ちょう

ま さき

ま さき

ま さき

きた い よ

きた い よ

おか だ

おか だ

い よ

まさきちょう
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6-2． ｹｰｽ2（陸路避難、海路避難、空路避難）
における対応

＜ｹｰｽ2における基本的な考え方＞

【適用条件】
以下の全ての条件に該当する場合に適用。

・放射性物質放出まで時間的猶予がある場合
・国道197号の一部が使用不可な場合
・港湾が使用可能であり、船舶の利用ができる場合

【避難方法】
・陸路による避難が実施できる地域は、自家用車・ﾊﾞｽ等による陸路避難を実施。
・陸路による避難が実施できない地域は、船舶による海路避難を実施。
・ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる避難が可能な場合は、空路避難を併用。
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（ｹｰｽ2）陸路避難、海路避難等を実施する場合

PAZ

UPZ

瀬戸総合体育館

一時集結所

松前町へ避難

Ｈ

Ｈ
Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

道路が
通行不可の場合

自家用車、ﾊﾞｽ等による陸路避難

＜凡例＞
：ﾍﾘﾎﾟｰﾄ適地Ｈ

船舶により海路避難、
ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる空路避難

大分県の港湾へ

陸路避難・海路避難等一例（ｹｰｽ2）

 放射性物質放出まで時間的猶予があり、国道197号の一部が使用不可であるが、港湾が使用可能であり船舶が利用できる
場合は、陸路と海路による避難を実施。また、ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる避難が可能な場合には、県等のﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる空路避難を併
用。

 一時集結所から大分県等への海路避難は、愛媛県手配の船舶により実施。
 なお、一時集結所には、放射性物質の放出に備え、四国電力が放射性物質除去ﾌｨﾙﾀｰ付きｸﾘｰﾝｴｱﾄﾞｰﾑを配備。

三崎総合体育館

一時集結所
み さき

愛媛県の港湾へ
Ｈ

三崎港
み さき

愛媛県の港湾へ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

ま さき ちょう

せ と

Ｈ



警戒事態

施設敷地緊急事態

全面緊急事態

（ｹｰｽ2）瀬戸地域の学校・保育所の陸路避難

 瀬戸地域の3つの小中学校の児童等（約80人）は、警戒事態になった場合、避難準備を開始し、施設敷地緊急事

態になった場合、職員とともに避難経由所（松前公園）に移動後、保護者に引き渡す。

 瀬戸地域の2つの保育所の児童（約20人）は、警戒事態になった時点で保育を中止し、保護者へ引き渡す。保護者
への引渡しができなかった児童は、施設敷地緊急事態になった場合、職員とともに最寄りの学校に移動の上、

学校の児童等と一緒に避難経由所（松前公園）に避難し、保護者に引き渡す。
 全ての学校・保育所において個別避難計画を策定済。
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学校

学校名
人数

児童等 職員 合計

三机（みつくえ）小学校 25人 10人 35人

大久（おおく）小学校 19人 7人 26人

瀬戸（せと）中学校 34人 12人 46人

合 計（3施設） 78人 29人 107人

せ と

※1 学校に保護者が児童等の迎えに来た場合は、引渡しを実施
※2 児童等の人数については、令和2年4月1日現在

ま さき

ま さき

避難準備

避難経由所（松前公園）
保護者への引渡しができなかった児童は、避難経由所で保護者に
引渡し

保育所

保育所名
人数

児童 職員 合計

三机（みつくえ）保育所 12人 6人 18人

大久（おおく）保育所 11人 5人 16人
合 計（2施設） 23人 11人 34人

避難準備※1

児童等と職員がともに避難経由所（松前公
園）に避難を開始

避難経由所（松前公園）
児童等は、避難経由所で保護者に引渡し

保護者が児童を引
取り・避難準備

児童の
引渡し

避難の開始
ま さき

ま さき ま さき

引渡しができなかった児童と職

員は、最寄りの学校に移動し、

学校の児童等と一緒に避難経

由所（松前公園）に避難を開始
ま さき

せ と

せ と



避難準備警戒事態

施設敷地緊急事態

全面緊急事態

避難経由所（松前公園）
保護者への引渡しができなかった児童は、避難経由所で保護者に
引渡し

（ｹｰｽ2）三崎地域の学校・保育所の海路避難

 三崎地域の3つの小中学校及び高等学校の児童等（約180人）は、警戒事態になった場合、避難準備を開始し、

施設敷地緊急事態になった場合、職員とともに一時集結所（三崎総合体育館）に移動。

 三崎地域の保育所の児童（約30人）は、警戒事態になった時点で保育を中止し、保護者へ引き渡す。保護者への
引渡しができなかった児童は、施設敷地緊急事態になった場合、職員とともに最寄りの学校に移動の上、学校

の児童等と一緒に一時集結所（三崎総合体育館）に移動。

 船舶の準備が整い次第、三崎港に移動し、海路及び陸路により避難経由所（松前公園）に移動後、保護者へ引き
渡す。
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保育所

保育所名
人数

児童 職員 合計

三崎（みさき）保育所 30人 13人 43人

合 計（1施設） 30人 13人 43人

学校

学校名
人数

児童等 職員 合計

三崎（みさき）小学校 39人 14人 53人

三崎（みさき）中学校 32人 12人 44人

三崎（みさき）高等学校 108人 26人 134人

合 計（3施設） 179人 52人 231人

避難準備※1

児童等と職員がともに一時集結所（三崎総合

体育館）に移動し、船舶の準備が整い次第、

三崎港から海路及び陸路による避難を開始

避難経由所（松前公園）
児童等は、避難経由所で保護者に引渡し

保護者が児童を引
取り・避難準備

児童の
引渡し

み さき

みさき

※1 学校に保護者が児童等の迎えに来た場合は、引渡しを実施
※2 児童等の人数については、令和2年4月1日現在

引渡しができなかった児童と職
員は、最寄りの学校に移動。

一時集結所（三崎総合体育館）に移動し、船舶の準備が整い次第、三崎
港から海路及び陸路による避難を開始

み さき

み さき

み さき

み さき

ま さき

ま さき

ま さき

み さき

み さき

みさき

み さき



道路通行不可の場合

PAZ

UPZ

予防避難ｴﾘｱ
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愛媛県の港湾

瀬戸地域

学校（3箇所）

三机小学校

大久小学校

瀬戸中学校

保育所（2箇所）

三机保育所

大久保育所

避難経由所（松前公園）
保護者への引渡しを実施

国道197号が瀬戸地域と三崎地域の境界で通行不可となった場合、瀬戸地域の学校及び保育所（引渡しができなかっ
た児童）の児童等については、施設敷地緊急事態において、陸路により避難経由所（松前公園）に移動し、保護者へ
の引渡しを実施。

三崎地域の学校及び保育所（引渡しができなかった児童）の児童等については、施設敷地緊急事態において、海路及
び陸路により避難経由所（松前公園）に移動し、保護者への引渡しを実施。

（ｹｰｽ2）学校・保育所の避難先・避難ﾙｰﾄ

状況に応じて、避難経路を選定
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